
「耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等に 

係る新たな営農困難時貸付けに関する承認申請書」の添付書類一覧 

 

 耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等に係る新たな営農困難時貸付けに関する承認

申請書には、承認申請書の「３ 新たな営農困難時貸付けを行う見込みに関する事項」の「上記の新たな営農

困難時貸付けは、次の貸付けにより貸付先を探しています。」で○で囲んだ番号に応じ、その番号の貸付けに

より貸付先を探していることを証する書類その他の書類として、次に掲げる区分に応じそれぞれに掲げる書類

を添付してください。 

 

１ ⑴を○で囲んだ人 

・ 承認の申請に係る耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等について、農業経営基

盤強化促進法第４条第２項に規定する農地保有合理化事業に係る農地売買等事業のために貸付けの申込み

を受けたことを証する当該貸付けの申込みを受けた農地保有合理化法人の書類 

 

２ ⑵を○で囲んだ人 

・ 承認の申請に係る耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等について、農業経営基

盤強化促進法第４条第３項に規定する農地利用集積円滑化事業のために貸付けの申込みを受けたことを証

する当該貸付けの申込みを受けた農地利用集積円滑化団体の書類 

 

３ ⑶を○で囲んだ人 

・ 承認の申請に係る耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等について、農用地利用

集積計画に定めるところによる貸付けのために貸付けの申込みを受けたことを証する当該貸付けの申込み

を受けた市町村長の書類 

 

４ ⑷を○で囲んだ人で、承認の申請に係る耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等が

次の①から③までに掲げる地域及び区域のいずれかに存しない場合 

① 都道府県知事の承認を受けた農地保有合理化事業を行う法人が存する場合における都道府県の区域

（農業振興地域の整備に関する法律により指定された農業振興地域の区域内に限ります。） 

② 農地利用集積円滑化事業を行う者の農地利用集積円滑化事業規程に定められている事業の実施地域  

③ 利用権設定等促進事業（農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転に

係るものに限ります。）を行っている市町村の区域（都市計画法に規定する市街化区域を除きます。） 

・ 承認の申請に係る耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等が上記①から③までに

掲げる地域及び区域のいずれかに存しない旨を証する市町村長の書類 

 

 

 

 

 

 

（資１２－１１３－３－Ａ４統一） 


